
 
 
 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村一般会計予算書 
 
 
 
 
 
 

長野県 栄村 
 

   



令和８年度栄村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　３，８４６，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額

は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、７００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

  流用。　

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

令和８年度　栄村一般会計予算

議案第　23　号

-1-



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

村 税1 173,516

村 民 税1 57,258

固 定 資 産 税2 102,846

軽 自 動 車 税3 7,552

村 た ば こ 税4 4,560

入 湯 税5 1,300

地 方 譲 与 税2 72,100

自 動 車 重 量 譲 与 税1 44,000

地 方 揮 発 油 譲 与 税2 9,600

森 林 環 境 譲 与 税3 18,500

利 子 割 交 付 金3 50

利 子 割 交 付 金1 50

配 当 割 交 付 金4 600

配 当 割 交 付 金1 600

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 500

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 500

法 人 事 業 税 交 付 金6 3,000

法 人 事 業 税 交 付 金1 3,000

地 方 消 費 税 交 付 金7 40,500

地 方 消 費 税 交 付 金1 40,500

環 境 性 能 割 交 付 金8 0

環 境 性 能 割 交 付 金1 0

地 方 特 例 交 付 金9 11,420

地 方 特 例 交 付 金1 11,420

地 方 交 付 税10 1,790,000

地 方 交 付 税1 1,790,000



－3－

金          額款

（単位：千円）

項

分 担 金 及 び 負 担 金12 6,110

分 担 金1 5,050

負 担 金2 1,060

使 用 料 及 び 手 数 料13 68,505

使 用 料1 67,436

手 数 料2 1,069

国 庫 支 出 金14 387,048

国 庫 負 担 金1 108,980

国 庫 補 助 金2 277,662

委 託 金3 406

県 支 出 金15 157,324

県 負 担 金1 27,702

県 補 助 金2 108,635

委 託 金3 20,987

財 産 収 入16 28,410

財 産 運 用 収 入1 27,669

財 産 売 払 収 入2 741

寄 附 金17 50,500

寄 附 金1 50,500

繰 入 金18 444,240

繰 入 金1 444,240

繰 越 金19 50,000

繰 越 金1 50,000

諸 収 入20 49,477

延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 1

村 預 金 利 子2 1,322



金          額款

－4－

（単位：千円）

項

諸 収 入 貸 付 金 元 利 収 入320 0

雑 入4 48,154

村 債21 512,700

村 債1 512,700

3,846,000歳              入              合              計



－5－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議 会 費 50,808

議 会 費 1 50,808

2 総 務 費 681,032

総 務 管 理 費 1 625,306

徴 税 費 2 27,849

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 18,234

選 挙 費 4 7,614

統 計 調 査 費 5 1,290

監 査 委 員 費 6 739

3 民 生 費 475,816

社 会 福 祉 費 1 377,213

児 童 福 祉 費 2 98,483

災 害 救 助 費 4 120

4 衛 生 費 231,202

保 健 衛 生 費 1 179,968

簡 易 水 道 費 2 51,234

5 労 働 費 5,369

労 働 諸 費 1 5,369

6 農 林 水 産 業 費 336,894

農 業 費 1 272,255

林 業 費 2 51,957

国 土 調 査 費 3 12,682

7 商 工 費 584,365

商 工 費 1 584,365

8 土 木 費 518,838

土 木 管 理 費 1 15,007



金          額款

－6－

（単位：千円）

項

道 路 橋 梁 費 28 土 木 費 447,521

河 川 費 3 3,242

住 宅 費 4 53,068

9 消 防 費 134,635

消 防 費 1 134,635

10 教 育 費 481,582

教 育 総 務 費 1 310,078

小 学 校 費 2 0

中 学 校 費 3 2,265

義 務 教 育 学 校 費 4 66,049

社 会 教 育 費 5 97,858

保 健 体 育 費 6 5,332

11 災 害 復 旧 費 45,650

農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 1 3,150

社 会 体 育 施 設 災 害 復 旧 費 2 42,500

12 公 債 費 289,809

公 債 費 1 289,809

14 予 備 費 10,000

予 備 費 1 10,000

3,846,000歳              出              合              計



（単位：千円）

限　　度　　額

180,000

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

過疎対策事業債  （衛生債） 29,800

過疎対策事業債　（農林債） 16,100

過疎対策事業債　（商工債） 182,900

過疎対策事業債　（土木債） 27,800

過疎対策事業債　（消防債） 4,400

過疎対策事業債　（教育債） 93,900

辺地対策事業債  （農林債） 4,400

辺地対策事業債  （商工債） 7,500

辺地対策事業債  （土木債） 16,500

緊急自然災害防止対策事業債（農林債） 29,100

緊急自然災害防止対策事業債（土木債） 76,600

防災対策事業債（総務債） 11,000

災害復旧事業債（教育債） 12,700

合　　　計 512,700

第３表　　地 方 債

証書借入
又は

証券発行

年５．０％以内

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
について、利率の見
直しを行なった後に
おいては、当該見直

し後の利率。）

　政府資金及び地方公共団体金融機構資金につ
いては、その融資条件により、銀行その他の場
合には、その債権者と協定するものによる。
　ただし、村財政の都合により据置期間及び償
還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利
に借換えすることができる。

第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　　　間

さかえ倶楽部スキー場第3リフト原動設備改修工事 令和８年度から令和９年度まで

-７-



款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

－8－

１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 村税 169,140 4,376173,516 4.5

2 地方譲与税 78,000 △5,90072,100 1.9

3 利子割交付金 30 2050 0.0

4 配当割交付金 500 100600 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 400 100500 0.0

6 法人事業税交付金 2,500 5003,000 0.1

7 地方消費税交付金 40,000 50040,500 1.1

8 環境性能割交付金 5,000 △5,0000 0.0

9 地方特例交付金 400 11,02011,420 0.3

10 地方交付税 1,752,000 38,0001,790,000 46.5

12 分担金及び負担金 7,941 △1,8316,110 0.2

13 使用料及び手数料 59,577 8,92868,505 1.8

14 国庫支出金 467,192 △80,144387,048 10.1

15 県支出金 166,846 △9,522157,324 4.1

16 財産収入 24,849 3,56128,410 0.7

17 寄附金 40,500 10,00050,500 1.3

18 繰入金 341,899 102,341444,240 11.5

19 繰越金 50,000 050,000 1.3

20 諸収入 80,126 △30,64949,477 1.3

21 村債 597,100 △84,400512,700 13.3

歳     入     合     計 3,846,000 3,884,000 △38,000 100.0



－9－

地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

構成比

（％）

1 45,369 5,43950,808 50,808議会費 1.3

104,73811,00019,2202 563,395 117,637681,032 546,074総務費 17.7

8,07991,0463 513,586 △37,770475,816 376,691民生費 12.4

8,85929,8001,8934 232,532 △1,330231,202 190,650衛生費 6.0

6232,2505 4,269 1,1005,369 2,496労働費 0.1

23,65249,60077,2086 334,607 2,287336,894 186,434農林水産業費 8.8

62,516190,4001,1607 456,517 127,848584,365 330,289商工費 15.2

34,955120,900144,3548 666,233 △147,395518,838 218,629土木費 13.5

9,0594,4003,1469 143,970 △9,335134,635 118,030消防費 3.5

57,72693,900171,92410 624,706 △143,124481,582 158,032教育費 12.5

12,70028,33311 3,150 42,50045,650 4,617災害復旧費 1.2

6,4213,83812 285,666 4,143289,809 279,550公債費 7.5

14 10,000 010,000 10,000予備費 0.3

歳     出     合     計 3,846,000 3,884,000 △38,000 544,372 512,700 316,628 2,472,300 100.0



 
 
 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村特別会計予算書 
 
 
 
 
 
 

長野県 栄村 
 

   



 

 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村国民健康保険特別会計（事業勘定）予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年度栄村の国民健康保険特別会計（事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　２３９，３８５千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

令和８年度　栄村国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

議案第　24　号

-1-



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

国 民 健 康 保 険 税1 35,919

国 民 健 康 保 険 税1 35,919

使 用 料 及 び 手 数 料2 5

手 数 料1 5

県 支 出 金4 186,511

県 負 担 金1 186,511

財 産 収 入8 129

財 産 運 用 収 入1 129

繰 入 金9 16,698

他 会 計 繰 入 金1 14,076

財 政 調 整 基 金 繰 入 金2 2,622

繰 越 金10 100

繰 越 金1 100

諸 収 入11 23

延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 1

預 金 利 子2 1

雑 入3 21

239,385歳              入              合              計



－3－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 2,344

総 務 管 理 費 1 2,225

徴 税 費 2 40

運 営 協 議 会 費 3 79

2 保 険 給 付 費 162,561

療 養 諸 費 1 137,975

高 額 療 養 費 2 23,476

移 送 費 3 10

出 産 育 児 諸 費 4 500

葬 祭 諸 費 5 300

精 神 諸 費 6 300

8 保 健 事 業 費 5,107

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 1 3,177

保 健 事 業 費 2 1,930

9 基 金 積 立 金 130

基 金 積 立 金 1 130

10 諸 支 出 金 21,491

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 51

繰 出 金 2 21,440

11 国 民 健 康 保 険 事 業 費 給 付 金 46,752

医 療 給 付 費 1 29,873

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 2 12,635

介 護 納 付 金 3 3,006

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 4 1,238

15 予 備 費 1,000

予 備 費 1 1,000



金          額款

－4－

（単位：千円）

項

239,385歳              出              合              計



－5－

款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 国民健康保険税 30,517 5,40235,919 15.0

2 使用料及び手数料 3 25 0.0

4 県支出金 172,805 13,706186,511 77.9

8 財産収入 28 101129 0.1

9 繰入金 18,897 △2,19916,698 7.0

10 繰越金 1,000 △900100 0.0

11 諸収入 23 023 0.0

歳     入     合     計 239,385 223,273 16,112 100.0



地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

－6－

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

構成比

（％）

2,3441 1,268 1,0762,344総務費 1.0

1,100161,4612 149,611 12,950162,561保険給付費 67.9

1,4973,6108 4,952 1555,107保健事業費 2.1

1309 28 102130基金積立金 0.1

5121,44010 21,496 △521,491諸支出金 9.0

46,75211 44,918 1,83446,752国民健康保険事業費給付金 19.5

1,00015 1,000 01,000予備費 0.4

歳     出     合     計 239,385 223,273 16,112 186,511 52,874 100.0



 

 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村国民健康保険特別会計（施設勘定）予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年度栄村の国民健康保険特別会計（施設勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１３１，２９３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

  流用。

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

令和８年度　栄村国民健康保険特別会計（施設勘定）予算

議案第　25　号

-19-



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－20－

（単位：千円）歳 入

項

診 療 収 入1 52,477

栄 村 診 療 所 収 入1 38,626

歯 科 診 療 所 収 入2 13,851

使 用 料 及 び 手 数 料2 150

手 数 料1 150

繰 入 金3 72,706

繰 入 金1 72,706

繰 越 金4 100

繰 越 金1 100

諸 収 入5 360

雑 入2 360

県 支 出 金6 1,100

県 補 助 金1 1,100

村 債9 4,400

村 債1 4,400

131,293歳              入              合              計



－21－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 130,031

施 設 管 理 費 1 4,841

栄 村 診 療 所 費 2 87,876

歯 科 診 療 所 費 3 37,314

2 公 債 費 1,162

公 債 費 1 1,162

3 予 備 費 100

予 備 費 1 100

131,293歳              出              合              計



-22-

限度額 起債の方法 利率

千円

過疎対策事業債 4,400

合　　　計 4,400

第２表　　地 方 債

償還の方法

証書借入
又は

証券発行

年５．０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て、利率の見直し
を行なった後にお
いては、当該見直
し後の利率。）

　政府資金及び地方公共団体金融機構資金について
は、その融資条件により、銀行その他の場合には、そ
の債権者と協定するものによる。
　ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期間
を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借換えする
ことができる。



－23－

款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 診療収入 54,379 △1,90252,477 40.0

2 使用料及び手数料 150 0150 0.1

3 繰入金 69,803 2,90372,706 55.4

4 繰越金 100 0100 0.1

5 諸収入 360 0360 0.3

6 県支出金 0 1,1001,100 0.8

9 村債 0 4,4004,400 3.3

歳     入     合     計 131,293 124,792 6,501 100.0



地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

－24－

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

構成比

（％）

124,5314,4001,1001 122,796 7,235130,031総務費 99.0

1,1622 1,896 △7341,162公債費 0.9

1003 100 0100予備費 0.1

歳     出     合     計 131,293 124,792 6,501 1,100 4,400 125,793 100.0



 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村秋山診療所特別会計予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



令和８年度栄村の秋山診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　４，０３９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５，０００千円と

定める。

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

令和８年度　栄村秋山診療所特別会計予算

議案第　26　号
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－39－

（単位：千円）歳 入

項

診 療 収 入1 2,821

秋 山 診 療 所 収 入1 2,821

使 用 料 及 び 手 数 料2 2

手 数 料1 2

繰 越 金3 100

繰 越 金1 100

諸 収 入4 1

雑 入2 1

繰 入 金8 1,115

繰 入 金1 1,115

4,039歳              入              合              計



－40－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 3,739

施 設 管 理 費 2 3,739

2 医 業 費 200

医 業 費 1 200

3 予 備 費 100

予 備 費 1 100

4,039歳              出              合              計



款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

－41－

１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 診療収入 2,889 △682,821 69.8

2 使用料及び手数料 2 02 0.1

3 繰越金 100 0100 2.5

4 諸収入 1 01 0.0

8 繰入金 850 2651,115 27.6

歳     入     合     計 4,039 3,842 197 100.0



－42－

地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

構成比

（％）

3,7391 3,537 2023,739総務費 92.6

2002 205 △5200医業費 4.9

1003 100 0100予備費 2.5

歳     出     合     計 4,039 3,842 197 4,039 100.0



 
 
 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村後期高齢者医療特別会計予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年度栄村の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　３７，９０７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

令和８年度　栄村後期高齢者医療特別会計予算

議案第　27　号

-47-



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－48－

（単位：千円）歳 入

項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 22,244

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 22,244

使 用 料 及 び 手 数 料2 1

手 数 料1 1

繰 入 金4 15,559

一 般 会 計 繰 入 金1 15,559

繰 越 金5 1

繰 越 金1 1

諸 収 入6 102

延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 1

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金2 101

37,907歳              入              合              計



－49－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 1,383

総 務 管 理 費 1 1,205

徴 収 費 2 178

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 36,323

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 36,323

3 諸 支 出 金 101

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 101

4 予 備 費 100

予 備 費 1 100

37,907歳              出              合              計



款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

－50－

１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 後期高齢者医療保険料 19,834 2,41022,244 58.7

2 使用料及び手数料 1 01 0.0

4 繰入金 13,858 1,70115,559 41.0

5 繰越金 1 01 0.0

6 諸収入 102 0102 0.3

歳     入     合     計 37,907 33,796 4,111 100.0



－51－

地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

構成比

（％）

1,3831 1,230 1531,383総務費 3.6

36,3232 32,365 3,95836,323後期高齢者医療広域連合納付金 95.8

1013 101 0101諸支出金 0.3

1004 100 0100予備費 0.3

歳     出     合     計 37,907 33,796 4,111 37,907 100.0



 
 
 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村介護保険特別会計予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年度栄村の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　４０２，７２９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

  流用。

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

令和８年度　栄村介護保険特別会計予算

議案第　28　号
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－57－

（単位：千円）歳 入

項

保 険 料1 49,078

介 護 保 険 料1 49,078

使 用 料 及 び 手 数 料2 1

手 数 料1 1

国 庫 支 出 金3 108,877

国 庫 負 担 金1 58,545

国 庫 補 助 金2 50,332

支 払 基 金 交 付 金4 97,497

支 払 基 金 交 付 金1 97,497

県 支 出 金5 57,024

県 負 担 金1 57,024

繰 入 金6 89,267

繰 入 金1 82,948

基 金 繰 入 金2 6,319

繰 越 金7 51

繰 越 金1 51

諸 収 入8 791

雑 入1 791

財 産 収 入9 143

財 産 運 用 収 入1 143

402,729歳              入              合              計



－58－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 20,212

総 務 管 理 費 1 16,693

介 護 認 定 審 査 会 費 2 3,519

2 保 険 給 付 費 347,230

介 護 サ ー ビ ス 費 1 339,782

介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 2 7,203

諸 費 3 245

4 諸 支 出 金 51

償 還 金 1 51

5 予 備 費 1,000

予 備 費 1 1,000

6 基 金 積 立 金 10,144

基 金 積 立 金 1 10,144

7 地 域 支 援 事 業 費 24,092

介 護 予 防 事 業 費 1 13,968

包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 費 2 10,124

402,729歳              出              合              計



款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

－59－

１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 保険料 49,890 △81249,078 12.2

2 使用料及び手数料 1 01 0.0

3 国庫支出金 116,084 △7,207108,877 27.0

4 支払基金交付金 104,317 △6,82097,497 24.2

5 県支出金 60,163 △3,13957,024 14.2

6 繰入金 92,590 △3,32389,267 22.2

7 繰越金 52 △151 0.0

8 諸収入 897 △106791 0.2

9 財産収入 26 117143 0.0

歳     入     合     計 402,729 424,020 △21,291 100.0



－60－

地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

構成比

（％）

18,6911,5211 15,529 4,68320,212総務費 5.0

192,718154,5122 371,609 △24,379347,230保険給付費 86.2

514 52 △151諸支出金 0.0

1,0005 1,000 01,000予備費 0.3

10,1446 10,026 11810,144基金積立金 2.5

14,2249,8687 25,804 △1,71224,092地域支援事業費 6.0

歳     出     合     計 402,729 424,020 △21,291 165,901 236,828 100.0



 
 
 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村介護サービス特別会計予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年度栄村の介護サービス特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　７，３１４千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５，０００千円と

定める。

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

議案第　29　号

令和８年度　栄村介護サービス特別会計予算

-80-



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－81－

（単位：千円）歳 入

項

サ ー ビ ス 収 入1 1,189

介 護 給 付 費 収 入1 958

利 用 者 負 担 金 収 入2 231

繰 入 金2 6,125

繰 入 金1 6,125

7,314歳              入              合              計



－82－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 サ ー ビ ス 事 業 費 5,523

居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費 1 5,523

2 公 債 費 1,491

公 債 費 1 1,491

3 予 備 費 300

予 備 費 1 300

7,314歳              出              合              計



款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

－83－

１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 サービス収入 2,275 △1,0861,189 16.3

2 繰入金 6,746 △6216,125 83.7

歳     入     合     計 7,314 9,021 △1,707 100.0



－84－

地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

5,5231 7,230 △1,7075,523サ ー ビ ス 事 業 費

1,4912 1,491 01,491公 債 費

3003 300 0300予 備 費

歳     出     合     計 7,314 9,021 △1,707 7,314



 
 
 
 

令和８年度 
 
 
 
 

栄村ケーブルテレビ特別会計予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年度栄村のケーブルテレビ特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　８０，８３２千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

令和８年　３月　４日　　　提出　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和８年　３月　　日　　　　決　

　栄村議会議長　　上　倉　敏　夫

令和８年度　栄村ケーブルテレビ特別会計予算

議案第　30　号
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－91－

（単位：千円）歳 入

項

使 用 料 及 び 手 数 料1 11,784

使 用 料1 11,784

繰 越 金3 1

繰 越 金1 1

繰 入 金4 17,397

繰 入 金1 17,397

諸 収 入5 6,050

雑 入1 6,050

村 債7 45,600

村 債1 45,600

80,832歳              入              合              計



－92－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 68,867

経 営 管 理 費 1 68,867

3 公 債 費 11,815

公 債 費 1 11,815

4 予 備 費 150

予 備 費 1 150

80,832歳              出              合              計



-93-

限度額 起債の方法 利率

千円

過疎対策事業債 45,600

合　　　計 45,600

第２表　　地 方 債

証書借入
又は

証券発行

年５．０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て、利率の見直し
を行なった後にお
いては、当該見直
し後の利率。）

償還の方法

　政府資金及び地方公共団体金融機構資金について
は、その融資条件により、銀行その他の場合には、そ
の債権者と協定するものによる。
　ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期間
を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借換えする
ことができる。



－94－

款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書１ 　 総　 括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額  構 成 比（％）

1 使用料及び手数料 12,966 △1,18211,784 14.6

3 繰越金 1 01 0.0

4 繰入金 12,596 4,80117,397 21.5

5 諸収入 15,636 △9,5866,050 7.5

7 村債 35,900 9,70045,600 56.4

歳     入     合     計 80,832 77,099 3,733 100.0



地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

－95－

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

構成比

（％）

23,26745,6001 65,978 2,88968,867総務費 85.2

11,8153 10,971 84411,815公債費 14.6

1504 150 0150予備費 0.2

歳     出     合     計 80,832 77,099 3,733 45,600 35,232 100.0


